
新たなサービス体系の確立  

【改正の趣旨】  

【改正の内容】  

Ⅰ．目的規定の見直し妻  

○ 介護保険法の目的規定（法第1条）に、「尊厳の保持」を明確に規定。  

（見直し案）  

買1条 この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態とな   

り、入浴、排せつ、食事等の介言草、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要   

する者等について、これらの者が隻塵畳屋董し、その有する能力に応じ自立した日常生活を   

営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、   

国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事   

項を定め、もって区民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とするG  

芸．「痴呆」の呼称  

○ 従来の「痴呆」という用語について、高齢者の尊厳に対する配慮を欠く表現で   

あること等を踏まえ、「認知症」に呼称を変更（公布日施行）。  

ヒスの創設  地域密着型サー   

○ 住み慣れた地域での生活を支えるため、身近な市町村で提供されることが適当   

なサービス類型として「地域密着型サービス」を創設する。   

く地域密着型サービスの概要〉  

‡1市町村がサービス事業者の捜星L造導豊里遷選を有する。  

ビス利用可能とする。  当該市町村の被保険者のみがサー   ②原則として、  

（複数の市町村が指定することで∴隣接市町村などの被保険者の利用も  

（又は生活圏域）ごとに必要整備量を計画に定め、これを超える   享→市町村  

場合には市町村は指定の拒否ができる。  

草地域の実情に応じた弾力的な基準・報酬設定ができる。  

思公平・公正の観点から、上記ノ、き、・、常については、地域住民や保健医療   

福祉関係者、経営者等の関与する仕種みとする。  

〈地域密着型サービスの種類〉  

‡こ小規模多機能型居宅介護  

芝、認知症高齢者グループホーム  

言語知症高齢者対応型デイサービス  

宮夜間対応型訪問介護  

者小規模（定員30人未満）介護老人福祉施設  

昔小規模（定員30人未満）介護専用型特定施設  
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Ⅳ．地域  包括支援センターの創設  

○ 公正・申立な立場から、地域における（き二…総合相談・支援、そ介護予防マネジ   

メント、懲包括的・継続的マネジメントを担う中核機関として、地域包括支援   
センターを創設する。  

※地域包括支嬢センター  

運営主体：市町村、在宅介護支援センターの運営法人（社会福祉法人、医  

療法人等）、その他市町村が委託する法人（省令で要件等を定め  

る予定〉  

職員体制：保健師義経験のある看護師、主任ケアマネジャー（仮称）、  

☆地域包括文様センターの設置・運営に関しては、中立性の確保、人材確   

保支援等の観点から、「地域包括支援センター運営協議会（仮称）」（市町   

村、地域のサービス事業者、関係団体等で構成）が関わることとする。  

地域包括支援センター（地域包括ケアシステム）のイメージ   

多面的（制度横断的〉支援の展開  

願著  

各様相談・支戎」必要なサービスにつなぐ  

汚鼓徴沫、保健所、露環憩鋸、  
など必蚤なサ仙ビスにつなぐ  

－－－－－－▼▲－－，－‾  
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′蕉箆  

＿＿＿＿＿＿－  等茶番による荘染累箆 

妄還送蒜妄表芸へ芸諒率，療専任ケアマネジャー（仮称）  
姓填でのケアマネジャーのネ苓卜、－＿＿＿＿＿＿＿」  
ワークの接繁  

多敬漣協働、連携の策現  

ケアチ岬ム  

主滝野 ヶァマネシヤー  

Ⅴ．居住系サービスの充  

○居住系サービスの拡充（省令＋告示事項）   

＃「特定施設入居者生活介護」の給付対象を拡大する（現行は有料老人ホーム  

とケアハウスのみ）。  

，外部の介護サービス事業者との連携によるサービス提供も可能とする。   

○有料老人ホームの見直し  

・有料老人ホームの定義の見直し、入居者保護の充実の観点からの見直しを行う。   

（→老人福祉法の改正〔p15で後述〕）  
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医療と介護の機能分担と連携強化  

【改正の趣旨】  

⇒平成18年4月の介護報酬改定に向け、次のような課題を念頭に置き   
つつ、今後、社会保障審議会・介護給付費分科会における検討を進める。  

（介護報酬■基準の見直しは、省令薫告示事項）  

【主な課題】   

穫地域における医療と介護の包括的■継続的マネジメント  

・地域における主治医とケアマネジャー等の連携強化  

暮介護予防における医療との連携  

②蜃度者に対応した医療型多機能サービス  

・医療ニーズの高い重度者の在宅生活を支援するサービスの在り方  

③施設や居住系サービスにおける医療と介護の機能分担と連携   

■日常的な健康管理や緊急時の対応の在り方   

■タ【ミナルケアの在り方  

・外部の専門医療機関や訪問看護等を利用する場合の報酬等の在り方  
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ビスの質の確保・向上  

【改正の趣旨】  

【改正の内容】  

星Ⅰ．情報開示の標準  

全ての介護サー  ○ 利用者が適切に介護サービスを選択することを可能となるよう   

ビス事業者に介護サービスの内容や運営状況に関する情報の公表を義務イ畳吐。  

○ 具体的には、介護サービス事業者が所在地の都道府県知事に介護サービス情報  

塑 道府県知事が当該情報の内容を公表する（年1回程度〉。  （※）を報告し、   

介護サービス情報のうち確認を要するものについては都道府県知峯が調査を行い、  

線量塾容を確認の上里表する。  

※介護サービス情報の例  

職員体制、施設設備、利用料金・特別な料金、サービス提供時間、  

サービスの提供記録の管理状況、職員研修の実績等  

潤．事業者規制の見直し  

の欠格事由、指定の取消要件の追加）   

指定の欠格事由に、申請者又は法人役員（施設長含む）が以下のような事項に該  

当する場合を追加（更新時も同様）。  

（きこ指定の取消から5年を経過しない看であるとき（指定取消の手続き中に、自ら事業を廃   
止した者を含む。）  

②禁錮以上の刑を受けて、その執行を終わるまでの看であるとき  
③介護保険法その他保健医療福祉に関する法律により罰金刑を受けて、その執行を終わ   

るまでの着であるとき  

せ5年以内に介護保険サービスに関し不正又は著しく不適当な行為をした着であるとき  

（指定の更新制の導入）  

○ 事業者の指定に更新制（6年ごと）を設ける。   

〈勧告、命令等の追加）  

○ 都道府県（地域密着型サービスについては市町村）が、より実態に即した指導監   
督や処分を行うことができるよう、事業者に対する、茸業務改善勧告、イ芝、業務改善   
命令、母指定の停止命令、④当該処分の公表、の権限を追加する。   

（事業者の責務規定の創設〉  

○ 介護サービス事業者の責務について、利用者の人格を尊重して対応すべき「忠実   

義務」を規定し、虐待等これに違反したケースについては、指定の取消ができるこ   

ととする。  
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Ⅲ．ケアマネジメントの適正化  

（軽度者のマネジメントの適正化）  

○ 事業者等による揺り起こしが指摘されている軽度者に対するマネジメントは、市   

町村の責任の下に、公正・中立的な「地域包括支援センター」において、一元的に   

介護予防マネジメントとして実施。  

（介護支援専門員（ケアマネジャー）の見直し）  

○ 資格の更新制（5年間）の導入  

○ 更新時研修（都道府県知事が実施）の義務化  

○ 責務規定の整備と名養貸し等不正行為に対する対策の弓壷化  

（改省令・告示事項）  

○ ニ重指定制の導入（ケアマネジャーごとにケアプランをチェックできる仕組み）  

○ 主任ケアマネジャー（仮称）の創設  

○ 担当件数の見直し  

○ 独立性■中立性の確保の観点からの介護報酬▲指定基準の見直し  
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保 険 料 の 在 り 方  

【改正の趣旨】  

【改正の内容】  

Ⅰ．  
∴   設定方法の見直し（政令事項）…  

○ 新第2段階の創設  

⇒現行第2段階を細分化し、負担能力の低い層には、より低い保険料率を設定。  

（具体的な保険料率の設定等は保険者の判断）  

対象者：年金収入80万円／年以下であって年金以外に所得がない者  

基隻室員×二）  

現行舅2段階の細分化  
（低所得者の保険料軽…威）  
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新第2段階…新第3段階  新第4段階  

市町村艮鞍透こ人罪諸賢帯巨  市町村民堤世帯非汐校等  

新第2段階の対象者   

年金収入8†】万円以下であっ   

て年会以外に所得がない者  

：′；、：語草琵琶！こついて吉保操宇ぷ設定誉より弓攣力化  

Ⅱ．徴収方法の見直   

（特別徴収の見直し）  

○ 特別徴収（年金からの天引き）の対象を遺族年金、障害年金に拡大する。  

○ 特別徴収の対象者の把握時期（現行年1回）を、複数回（年6回）とする（平成   

18年10月実施）   

（普通徴収の収納事務委託）  

○ 普通徴収による介護保険料の収納事務をコンビニエンスストア等の私人に委託す   

ることを可能とする。   

（生活保護受給者の介護保険料の直接納付）  

○ 被保護者について、交付される保護費のうちで介護保険料に相当する額を、保護   

の実施機関（福祉事務所等）が、被保護者に代わって直接保険者に支払うことを可   

能とする。  
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要介護認定事務の見直  

【改正の趣旨】  

【改正の内容】  

Ⅰ．申請代行の見直し 

○ 利用者の利便性にも配慮しつつ、サービス事業者等の代行の在り方を見直すや  

現 行   改正後   

■本人  
■本人  

ー成年後見人  
雫成年後見人  

∴家族、親族等  
事家族、親族等  
※民生委員、介護相談員等  

新 規     ・民生委員、介護相談員等  

・居宅介護支援事業者  
・地域包括支援センター  

・介護保険施設  
・居宅介護支援事業者、介護保険施  

設のうち省令で定めるもの   

義本人  
義本人  

・成年後見人  
暮成年後見人  

・家族、親族等  
◆家族、親族等  
・民生委員、介護相談員等  

更 新     ・民生委員、介言蔓相談員等  

一居宅介護支援事業者  
・地域包括支援センター  

・介譲保険施設  
ー居宅介護支援事業者、介護象墜塵  

設のうち省令で定めるもの   

Ⅱ．認定調査の見直し  

○ 認定調査の公平暮公正の観点から、新規認定については市町村実施の原則を徹底する。  

現  行   改正後  

茎  義 

新規  
体制等を踏まえ 

葦   

■市町村  一市町村  

更新                  ・居宅介護支援事業者  一居宅介護支援事業者、介護保険塵  
・介護保険施設  設のうち省令で定めるもの   
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保 険 者 機 能 の 強 化 等  

【改正の趣旨】  

【改正の内容】  

者による給付等のチェックの強イ  

豊墨塞者への立入権星章の付与   

（空音旨定取消要件に該当した事業者の都道府  県ごこ旦邁 
．  

Ⅱ．サービス面への関  

む地域密着型サービスに対する指定  指導監督等  

豊艶抑引二当たっての夢見盈患   

部道府県は、介護保険施設等の指定等を行う際に市町村長の意見を求めるものとする。  

地方自治体の行政事務の外部委託に関する規定の整備  隕  

〈市町村〉   

義 市町村が行う介護保険業務の一部について、公正一中立性を確保しつつ、外部   
委託できるよう規定整備を行うことについて市町村から強い要望があり、これを   

踏まえて行うもの。  

具体的には、介護保険業務に精通し、公正な立場で事業実施できる公益的法人   
（「市町村事務受託法人」と呼称）に認定調査などの業務を委託できるよう、当該   

法人の役職員の守秘義務等の規定を整備する。  

〈都道府県〉  

・介護支援専門員（ケアマ  ネジャー）に関する事務  

介護支援専門員の試験や研修を受託する機関（現在は、政令で「指定試験実施   

稜関」「指定研修実施機関」と規定）の役璃員の守秘義務等の規定を整備する。  

（例）大阪府：  

指定試験機閑：大阪府地域福祉推進財団  

指定研修機関：大阪府社会福祉協議会、大阪府医師会、大阪府看護協会等   

t雛盟主る垂塵  
介護サービス情報の公表の義務付けに伴い、情報調査や公表事務を受託する   

法人（※）について役職員の守秘義務等の規定を整備する。（「指定調査機関」   

「指定情報センター」と呼称）。  

登現在、都道府県の委託を受けて第三者評価の取組を行っている法人などを想定。  

（例）東京都：（射）東京都高齢者研究▼福祉振興財団  
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老人福祉法の一部改正関係  

こ改正の内容】  

…Ⅰ．有料老人ホームの見直し 

二£〉 有料老人ホームの定義の見直し  

有料老人ホームに関する届出等の規制を回避するため、現行の定義の人数要   

件等に該当しないような形で事業を行っている暑が存在することなどを踏まえ、   

現行の人数要件（常時10人以上の老人）や提供サービス要件（食事の提供）  

を見直す。   

賢妻 入居者保護の充実   

。帳簿保存、情章艮開示の義務化   

・倒産等の場合に備えた一時金保全措置の義務化（経過措置あり）  

暮都道府県の立入検査権限付与、改善命令の際の公表  

芸，養護老人ホームの見直し  

享二こ〉 養護老人ホームの入所者について介護保険サービスの利用を可能とするため、   
次のような選択が可能となるよう所要の見直しを行う。   

ア）精神障害やアルコール依存症などを抱え、家族や地域社会の申での人間関  
係がうまく築けない一方で、1人暮らしも困難な高齢者等を受け入れる措置  
施設として存続するとともに、要支援・要介護の入所者は外部の介護保険サ  
ービスを利用できるようにする。   

イ）措置施設（養護老人ホーム）から契約施設（ケアハウス）へと転換し、介  

護保険法上の特定施設入所者生活介護の事業者となる。   

ウ）ア及びイの2部門を有する施設へと転換する。   

を 養護者人ホームの運営費の一般財源化（三位一体改革関連法実の中で措置）  

○在宅介護支援センター間遠視定の整理  

介護に関する相談支援事業等は介護保険法上で規定することとなるため、老人福  

祉法上の老人介護支援センター（在宅介護支援センター）関連規定を整理する。  

○地域密着型サービスの創設に伴う規定の整理  

介護保険法に地域密着型サービスが創設されることに弾い、老人福祉法上の  

関連規定（老人居宅介護等事業の定義等）を整理する。  
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被保険者・受給者の範囲について  

【検討規定の内容（介護保険法等の一部を改正する法律案 附則第2条（抜粋））】  

【これまでの経緯】  

O 「被保険者・受給者の範囲」の問題については、制度創設当初から、大きな論点  

の一つであった。  

′ （ 参考）現行の介護保険法附則第2菜  

第二葉 介譲保険制度については、・‥（中絶ト‥卿   

塑、…（申咤）…を含め、この濫獲の施行後5年を日途としてそ聯   
如えうれ、その結果に墨つきト必要な見直し等の措置が講ぜられるペきものとする。  

○ 社会保障審議会介言葉保険部会においては、平成16年12月に「『被保険者・受   

給者の範囲』の拡大に関する意見」が取りまとめられた。  

L「魔保暖孝＼襲綺番嚇   
要合議となった浬由や年齢の責〇何に問わらず介護を必要とする全ての人にサ岬ビスの  

給付を行い、併せて保険料を負担する層を拡大していくことにより、制度の普遍化の方  

向を目指すべきとの意見が多数であっだふ－十巧、極めて慎重に対処すべきとの意見もあ  

ったご   

平成17年度及び平成18年産の2年間を目途に結論を得ることとされている社会保  

障制度の一体的見直しの申で、その可否を含め重民釣な合憲形成や異体釣な制度改革案  

についてできる限り速やかに検討を進め、緒言轟を得ることが求められる。  

（現行制度における被保険者・受給者の範囲）  

範  囲   サービス受給要件   

第1号被i呆険者   65歳以上の者   要介護（要支援）状態   

40歳から64歳までの  要介護（要支援）状態であって、老化  
第2考被保険者  

医療保険加入者   に伴う疾病（※）に起因するもの   

※「老化に伴う疾病」＝15の疾病  
r ‾ ‾ ‾ ‾ ‾ ‾ ‾ ‾ ‾ ‾ ‾ － － － － － － － ‾ ‾ ‾ ‾ ‾ ‾■■ ‾ － ‾ ‾ ‾ ‾‾ ‾ ‾ ‾ － － － － － － － － － － － －－ － － － － － － － － －・ － －・ － － － － － －・－ － － － － － － － － ● － －＿ ＿ ＿ － ▼－ ＿ ＿ ＿ ＿  

」 ；筋萎縮性側索硬化症／後維靭帯骨化症骨折を伴う骨粗覧症／シャイ・ドレーガー症候群／初＝ 」   

ト考期における痴呆／脊隠小脳変性症／脊柱管狭窄症／早老症／糖尿病性神経障害／繚尿病； j   

い性腎症及び糖尿病性網嬢症／脳血管疾患／パーキンソン病／閉塞性動脈硬化症／慢性関節… ！   

；リウマチ／慢性閉塞性肺疾患／両側の捧関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症；   ‡                                                                              】  

！       し － － ・－ － －1 － － －  － － ＿ ＿ － ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ▼ ＿ ＿ ＿ ＿ ▲ ＿ ＿ ＿ ■ ＿ ■ ＿ ■I＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿  
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社会福祉施設職員等退職手当共済法の改正関係  
■一－  

仁現行制度の概要  く参考）  

・共済契約者▲‥約呈5．胱触法人  

（社会福祉施設等を経営する社会福祉   

法人の9割以上が加入）  

事故共済亀員．‥約59万人  

・退職者数，，＿約6万人  

■支給費総額…約7舶億円  

■国庫補助…約コさS億円  

（以上Hま5年度決算ベース）  

・掛金．‥年額圭り朋膵封Hほ年度）  

⑥ 社会福祉法人の経営する社会福祉施設等の職員  
の退職について退職手当を支給し、その待遇改善  
により社会福祉事業の振興に寄与することを目的   

に創設（昭和36年）。  

㊥ 給付水準二国家公務員に準拠。  

◆ 制度加入対象：社会福祉法人（経営者）の経営す  

る社会福祉施設等の職員。（任意加入）  

⑳ 財源方法：賦課方式こ）給付費については、国・都道府県一浩営者（社会福祉法人）  
が3分の1ずつ負担。（老健施設等の申出施設はすべて経営者負担∴  

Ⅱ．改正案の概要  

◆ 公  

介護保険におけるイコールフッティングの観点から、介護保険制鹿討象の高  
齢者関係の施設■事業の職員について公的助成を廃止。  
既加入職員については、退職時まで現在の助成を継続するといった、十分な  

経過措置を講じる。  
児童義障害等の施設1事業については、従来通り公的助成を行う。  

参考）連盟息左箋登望合理化計亀（平成lう年i二月】や日間議決定率指針  

【社会福祉施設退乾草当共済】   
平成lて卑を目途に行われる介護保険制覆の見直しに合わせ、介芸隻保険における民間とのイコールフッティ   

ングの観点から、助成の在り方を見直す（  

現在国家公務員準拠とされている給付水準を見直し、経営者の掛金等の負担  
の増大を緩和し、制度運営の安定化を図る観点から、1割の抑制を行う。  

経過措置として、既加入職員については、改正時点での退職金水準（支給菜  

率）を確保。  

（参考）・5年間加入した場合の平均通電手当金額〔現行）5て－＝頼一雄トペ改正機上圧汗冊脛  

・25年間加入した場合の平均退隠手当金額（現行川き．ゝ軋榊〔l円→ミ改正後）9x「：（1，（ー（、申円  

◆ 被共済紳改善  

†退職後2年以内に再び被共済掲員になること等、一定の要件を満たす場合に   
は、職員の申請により前後の期間の通算を可能とする。  

◆ てモ行ヨ   

平成iS年4月1日予定。  
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